
難病相談・支援事業

１ 趣 旨
難病患者のＱＯＬの維持・向上支援対策として、訪問・相談活動等個別支援の充実強化を図ると

ともに、患者・家族教室、ボランティア養成、啓発事業等の難病相談・支援センター事業を保健所
及びしまね難病相談支援センターにおいて実施している。
また、地域における重症難病患者の相談体制及び病状急変時の受入病院の確保を図るため、難病

拠点・協力病院の指定を行うとともに、しまね難病相談支援センターに難病医療専門員を配置し、
地域における難病患者支援ネットワーク体制の整備・充実を図っている。
平成２１年度には、重症難病患者の一時入院を受け入れた病院に受入経費の一部を補助する制度

を創設し、病院における一時入院の推進を図っている。

２ 事業の概要

事 業 名 事業内容

ア 難病相談・支援センター事業 難病相談・支援センターを設置し、患者等の療養
○患者・家族教室開催事業 上、日常生活での悩みや不安等の解消を図るととも
○難病医療研修事業 に、患者等のもつ様々なニーズに対応したきめ細やか
○ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄ養成･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成事業 な相談や支援を通じて、地域における患者等支援対策
○講師派遣事業 を一層推進する。
○広報等啓発事業

イ 重症難病患者入院施設確保事業 重症難病患者に対し、病状急変時等に、適宜・適切
○難病医療専門員配置 な医療の提供ができるよう、地域の医療機関による難
○難病医療連絡協議会運営 病医療ネットワークの整備を図る。
○難病医療従事者研修開催

ウ 難病患者地域支援対策推進事業 患者等の療養上の不安解消を図るとともに、きめ細
○難病患者訪問相談事業 やかな支援が必要な難病患者に対して適切な在宅療養
○難病患者訪問指導（診療）事業 支援が行えるよう、保健所を中心にして、地域の関係
○在宅療養支援計画策定・評価事業 機関との連携の下に事業を実施する。
○専門相談事業

エ 保健師専門研修事業 保健所における相談窓口での対応、訪問活動や患者
・家族教室等における療養支援に必要な知識・技術の
習得を図るため、専門研修を実施する。

オ 難病患者等ホームヘルパー養成研修 難病患者等の多様化するニーズに対応した適切なホ
事業 ームヘルプサービスを提供するために必要な知識、技

能を有するホームヘルパーの養成を図る。

カ 在宅重症難病患者一時入院支援事業 在宅において、医療依存度の極めて高い重症難病患
○一時入院支援事業補助金 者の介護を行う者の休養等のため、重症難病患者が医

療機関に一時入院できるよう支援する。

３ 平成２６度予算額
３６，４３９千円 （担当課 健康推進課）


